
JP 2009-513213 A 2009.4.2

(57)【要約】
　処理後の医療器具特に医療用内視鏡(10)の殺菌状態を
維持するための方法を提供する。この方法は、殺菌され
た器具(10)を密閉チャンバー(12)に入れて、次に、密閉
チャンバー(12)内の圧力を低下させて、残留水分を蒸発
させることから成る。また、ガス捕捉剤サッシェ(21)を
密閉チャンバー(12)内に備えて、空気中の酸素を除去し
、したがってさらにチャンバー内圧力を低下させる。こ
の方法は、随意に、密閉チャンバー(12)に殺菌ガスまた
は蒸気を装入するもう一つのステップを含むこともでき
る。そのあと、処理された医療器具(10)は、密閉チャン
バー(12)内の制御された静菌性環境内で必要なレベルの
殺菌状態で保持される。
【選択図】図5
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
  処理後の医療器具の殺菌状態を維持する方法であって、
　殺菌された器具を密閉チャンバーに入れて、さらに、
　(A) 密閉チャンバー内の圧力を低下させて、残留水分を蒸発させ、
　(B) ガス捕捉剤によって、密閉チャンバーから空気中の酸素を除去し、
　また、随意に、
　(C) 密閉チャンバーに殺菌ガスまたは蒸気を装入する、
各ステップを実施し、そのあと、
　密閉チャンバー内の静菌性の環境を維持すること、
から成ることを特徴とする方法。
【請求項２】
　ステップ(A)、(B)、および(C)のすべてが実施されることを特徴とする請求項1に記載の
方法。
【請求項３】
　密閉チャンバー内の静菌性の環境の維持が、低下圧力を維持することによって達成され
ることを特徴とする請求項1または2に記載の方法。
【請求項４】
　ステップ(C)が実施され、密閉チャンバー内の静菌性の環境の維持が、ステップ(C)から
の殺菌ガスまたは蒸気の装入状態を維持することによって達成されることを特徴とする請
求項1から3の中のいずれか一つに記載の方法。
【請求項５】
　ステップ(A)からの蒸発残留水分と空気中の水蒸気とが乾燥剤の使用により密閉チャン
バーから除去されることを特徴とする請求項1から4の中のいずれか一つに記載の方法。
【請求項６】
　乾燥剤がシリカゲルであることを特徴とする請求項5に記載の方法。
【請求項７】
　ステップ(B)において、一つ以上の別のガスが一つ以上の適当なガス捕捉剤によって密
閉チャンバーから除去されることを特徴とする請求項1から6の中のいずれか一つに記載の
方法。
【請求項８】
　前記一つ以上の別のガスが、二酸化炭素、硫化水素、二酸化硫黄、塩化水素、およびア
ンモニアから選択されることを特徴とする請求項7に記載の方法。
【請求項９】
　密閉チャンバーが、酸素濃度指示器を備え、該チャンバーの状態の可視指示を与えるよ
うになっていることを特徴とする請求項1から8の中のいずれか一つに記載の方法。
【請求項１０】
　ステップ(A)において、密閉チャンバー内の圧力が、機械的、電気的、または手動吸引
装置によって低下させられることを特徴とする請求項1から9の中のいずれか一つに記載の
方法。
【請求項１１】
　ステップ(C)が実施され、殺菌ガスまたは蒸気が乾燥殺菌窒素ガスから成ることを特徴
とする請求項1から10の中のいずれか一つに記載の方法。
【請求項１２】
　ステップ(C)が実施され、殺菌ガスまたは蒸気が過酸化水素蒸気から成ることを特徴と
する請求項1から11の中のいずれか一つに記載の方法。
【請求項１３】
　過酸化水素蒸気が、計量システムにより貯蔵容器から密閉チャンバーに導入されること
を特徴とする請求項12に記載の方法。
【請求項１４】
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　過酸化水素蒸気の装入が監視され、前記計量システムに接続したマイクロプロセッサー
制御ユニットによって制御されることを特徴とする請求項13に記載の方法。
【請求項１５】
　過酸化水素蒸気が過酸化水素蒸気発生器から密閉チャンバーに導入され、該発生器が、
少なくとも35 wt%の過酸化水素水溶液から過酸化水素蒸気の噴霧または飛沫を生成させる
のに適していることを特徴とする請求項12に記載の方法。
【請求項１６】
　さらに、ステップ(D)を含み、該ステップにおいては、密閉チャンバー内の圧力がふた
たび低下して、過酸化水素蒸気の除去が可能になることを特徴とする請求項12から15の中
のいずれか一つに記載の方法。
【請求項１７】
　密閉チャンバーが硬質構造を有することを特徴とする請求項1から16の中のいずれか一
つに記載の方法。
【請求項１８】
　密閉チャンバーが、大体平坦な底と該底から立ち上がる周囲壁とによって定められる下
方にくぼんだ内部隔室を有する反復使用できるトレーから成り、該トレーがさらに柔軟に
変形可能なシート材から成る一回使用の使い捨てトレーライナーを備え、使用において、
該トレーライナーが下にあるトレーの輪郭に実質的に従うことが可能なようになっており
、また、前記トレーが実質的に不撓性の材料から成る保護カバーを有し、該保護カバーを
使用において内部隔室の上部を覆って取り外し自在に取りつけて、実質的に気密のシール
とすることができることを特徴とする請求項1から17の中のいずれか一つに記載の方法。
【請求項１９】
　前記保護カバーがトレーの壁に備えられた相補的なテーパー付きへりと係合するのに適
したテーパー付きへりを有する硬質ふたであるか、またはこのふたを有し、実質的に気密
のシールが与えられることを特徴とする請求項18に記載の方法。
【請求項２０】
　ガス捕捉剤がライナー内に配置された一つ以上のサッシェ内に存在することを特徴とす
る請求項18または19に記載の方法。
【請求項２１】
　前記捕捉剤サッシェが、切り離しストリップを除去して捕捉剤を空気に暴露することに
よって活性化されることを特徴とする請求項20に記載の方法。
【請求項２２】
　密閉チャンバーが酸素不透過性のパウチであることを特徴とする請求項1から16の中の
いずれか一つに記載の方法。
【請求項２３】
　ライナー付きトレーが酸素不透過性パウチ内に収容されることを特徴とする請求項18か
ら21の中のいずれか一つに記載の方法。
【請求項２４】
　酸素不透過性パウチが実質的に不撓性であることを特徴とする請求項22または23に記載
の方法。
【請求項２５】
　酸素不透過性パウチがジッパーシール手段を有することを特徴とする請求項22から24の
中のいずれか一つに記載の方法。
【請求項２６】
　酸素不透過性パウチが、ステップ(A)の実施のために、機械的、電気的、または手動吸
引装置に接続するのに適した弁を備えていることを特徴とする請求項22から25の中のいず
れか一つに記載の方法。
【請求項２７】
　トレーが、ステップ(A)の実施のために、機械的、電気的、または手動吸引装置に接続
するのに適した弁を備えていることを特徴とする請求項18から21または23の中のいずれか
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一つに記載の方法。
【請求項２８】
　ステップ(C)が実施され、前記弁のそれぞれが、さらに、ステップ(C)の実施のために、
殺菌ガスまたは蒸気のための容器または発生器への接続に適していることを特徴とする請
求項26または27に記載の方法。
【請求項２９】
  ステップ(C)が実施され、前記弁のそれぞれが殺菌維持ステーションへの接続に適して
いて、該ステーションが、ステップ(A)の実施のために、手動、電気的、または機械的吸
引装置を有し、またステップ(C)の実施のために、殺菌ガスまたは蒸気のための容器また
は発生器を有することを特徴とする請求項26から28の中のいずれか一つに記載の方法。
【請求項３０】
　ステップ(B)におけるガス捕捉剤が、微粉砕された鉄粉および/または活性炭から選択さ
れる材料を含むことを特徴とする請求項1から29の中のいずれか一つに記載の方法。
【請求項３１】
　ラックまたは整理棚内に複数の密閉チャンバーを備えて、同時かつ別々に保持すべき複
数の個別医療器具の殺菌ができ、また、選択した医療器具のその密閉チャンバーからの取
り出しが、やはりラックまたは整理棚内の同様のチャンバー内に収容されている他の医療
器具の殺菌状態を損なうことがないことを特徴とする請求項1から30の中のいずれか一つ
に記載の方法。
【請求項３２】
　ラックまたは整理棚が複数の殺菌維持ステーションを有し、各ステーションが、トレー
および/またはパウチの弁に係合するのに適したポートを有し、該ポートが、ステップ(A)
の実施のために、密閉チャンバーを機械的、電気的、または手動吸引装置に接続すること
を可能にすることを特徴とする請求項31に記載の方法。
【請求項３３】
　ステップ(C)が実施され、前記ポートが、さらにステップ(C)の実施のために、密閉チャ
ンバーを殺菌ガスまたは蒸気のための容器または発生器に接続することを可能にすること
を特徴とする請求項32に記載の方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、医療器具の殺菌直後の殺菌状態を維持する方法と該方法で使用する装置とに
関する。
【背景技術】
【０００２】
　ここでは、“殺菌”という言葉を、“無菌”という言葉に優先して使用する。後者は、
病原生物の完全な不存在を意味するが、これは実現できないということはないにしても、
実際にはきわめてまれである。しかし、医療器具の殺菌の最終目的は、実際、できるだけ
完全な無菌に近づくことである、と理解すべきである。
【０００３】
　本発明は、柔軟な医療用内視鏡の処理と保存とに関して考案されたものであり、したが
ってここでは、この用途に特に重きを置いて説明する。しかし、本発明の方法は、実質的
にすべてのタイプの医療、外科、歯科、および獣医科用の器具、装置、用具の処理と保存
とに使用することができる、と考えられる。
【０００４】
　外科処置での使用のあと、医療器具たとえば内視鏡には、通常厳重な洗浄と殺菌の処理
が加えられ、それから殺菌環境内に保管される。適当な保存環境の例は、本件の出願人に
よるGB 2,381,521 A号明細書に記載されており、該明細書においては、内部に保存される
内視鏡(またはその他の医療器具)を周囲環境から分離するための保護カバーを有するライ
ナーを備えた、深くくぼんだトレーが示されている。
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【０００５】
　そのように保存される場合、内視鏡の殺菌状態は、短い時間通常約3時間しか許容レベ
ルに維持できない。これは、殺菌後に内視鏡に残存しているか、または空気中に存在しう
る残留病原菌の増殖による。内視鏡がこの時間内に別の外科処置に使用されない場合、次
の使用の前に、さらなる洗浄と殺菌(“処理”)が必要になる。頻繁な反復処理は望ましく
ない。というのは、外科処置のための内視鏡の利用可能度が低下するが、他方作業費用は
増大するからである。後者は、洗浄剤および殺菌剤ならびに洗浄装置の使用が必要になる
ためである。さらに、反復処理により、磨耗と引っかきのために内視鏡の寿命が短くなる
。
【０００６】
　外科処置と外科処置の間の内視鏡の有効保存時間を延長するための従来の試みは、複数
の内視鏡を収容できる保存整理棚の使用を含む。空気がこの整理棚内を連続的に循環して
、通常フィルターおよびシリカゲルを通過し、また保存内視鏡に紫外線を照射することも
できる。そのようなシステムの欠点は、複数の内視鏡を一緒に保存することにより、相互
汚染の危険が増大する、ということである。さらに、殺菌環境は、整理棚が内視鏡の収容
または取り出しのために開かれるたびに、乱される。一つの内視鏡が収容または取り出さ
れるたびに、整理棚内に保存されているすべての内視鏡が、周囲環境がどんな生物学的汚
染物を含むかはともかくとして、とにかく、周囲環境にさらされるからである。さらに、
紫外線の使用により、内視鏡のゴムおよびプラスチック部品が劣化しうる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、これらの問題に対処するために、内視鏡その他の医療器具の処置と処置との
間の有効殺菌保存時間を現行の英国規格3時間からおそらくは500時間以上に延長しうる方
法を提供することである。本発明の方法は経済的であり、また内視鏡の状態の劣化を引き
起こさない。本発明の方法は任意の適当な装置と組み合わせて独立に使用できるが、本件
の出願人のGB 2,381,521 A号明細書に記載されている装置と組み合わせて使用した場合に
特に有効であると考えられる。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、
　処理後の医療器具の殺菌状態を維持する方法であって、
　殺菌された器具を密閉チャンバーに入れて、さらに、
　(A) 密閉チャンバー内の圧力を低下させて、残留水分を蒸発させ、
　(B) ガス捕捉剤によって、密閉チャンバーから空気中の酸素を除去し、
　また、随意に、
　(C) 密閉チャンバーに殺菌ガスまたは蒸気を装入する、
各ステップを実施し、そのあと、
　密閉チャンバー内の静菌性の(biostatic)環境を維持すること、
から成ることを特徴とする方法、
を提供する。
【０００９】
　ここで、処理済み医療器具が収容されるチャンバーに関して使用する“密閉”という言
葉は、該チャンバーが後続の気密シールの実施によって周囲から隔離されるということを
意味すると解釈すべきである。しかし、本発明の方法のある種の側面は、前記チャンバー
に対するガスおよび蒸気の導入および除去に関するものなので、チャンバーの完全な気密
シールを意図するものではない、と理解すべきである。
【００１０】
　本発明のステップ(A)および(B)は、順次または同時に実施することができ、またこの方
法はステップ(C)を含むように、またはこれなしで実施することができる。しかし好まし
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くは、すべてのステップ(A)、(B)、および(C)を実施する。
【００１１】
　ステップ(A)の圧力低下は、好ましくは手動、機械的、または電気的吸引装置によって
達成される。低下した圧力は、医療器具上または医療器具の内部管路内に存在しうる残留
水分の蒸発を促進するという点で、システムに利点を与える。この水蒸気は空気中の水蒸
気とともに、通常の乾燥剤たとえばシリカゲルの使用により、密閉チャンバーから除去す
ることができる。
【００１２】
　密閉チャンバーから水蒸気を除去することにより、嫌気性微生物の個体数を制御するこ
とができる。水は、そのような微生物が必要とする多くの栄養物の溶剤として作用するか
らである。
【００１３】
　ステップ(B)において、酸素捕捉剤を使用して密閉チャンバーから酸素を除去すること
により、環境内に存在する好気性微生物から、その生存に必要な重要成分を奪って、増殖
能力を減殺することができる。理論的には、環境からすべての酸素を除去すると、好気性
病原菌の増殖はまったく起こらなくなり、病原菌の個体数は変化せず一定のままになるで
あろう。
【００１４】
　密閉環境から空気中の酸素を除去することにより、チャンバーの容積が一定である限り
、チャンバーの圧力がさらに低下するので、チャンバーは硬質構造であることが好ましい
。この圧力のさらなる低下は、除去されたガスが及ぼしていた分圧の消滅によるものであ
るので、もしすべての空気中酸素が密閉チャンバーから除去された場合、全圧が約20%低
下するであろう。
【００１５】
　本発明の方法のさらなる利点は、チャンバー内に酸素と水分とが存在しないことにより
、医療器具の腐食が抑えられ、したがってその可使寿命が延びる、ということである。
【００１６】
　好ましくは、他のガスも、適当なガス捕捉剤または“ゲッター”によって、ステップ(B
)で密閉チャンバーから除去することができる。特に、たとえば二酸化炭素、硫化水素、
二酸化硫黄、塩化水素、およびアンモニアのような、微生物が作り出すガスを除去するこ
とができる。これらのガスは、ある種の微生物種によって作り出され、他の微生物種の栄
養物となる。密閉チャンバーからこれらを除去することにより、微生物学的食物連鎖が破
壊されるので、病原体の個体数が減少する。さらに、これらのガスの多くが腐食性である
ため、これらの除去により、保存医療器具の寿命が延びる。
【００１７】
　酸素捕捉剤としての使用に適当な物質としては、微粉砕鉄粉たとえば商標ATCOで販売さ
れているものがある。活性炭パッド(activated carbon pad)(活性炭(activated charcoal
)と呼ばれることもある)を使用して、生物によって作り出されるガスたとえば硫化水素を
“一掃する”ことができる。
【００１８】
　密閉チャンバー内の圧力低下により、ステップ(C)で導入される殺菌ガスまたは蒸気は
、処理済み医療器具の内部管路その他の内部に広がる。殺菌ガスたとえば乾燥窒素を使用
することもできる。しかし、一般には、ステップ(C)における主要殺菌剤は蒸気相の過酸
化水素(VPHP)とするのが好ましい。
【００１９】
　過酸化水素蒸気は、計量システムによって、貯蔵容器から密閉チャンバーに導入するこ
とができる。このとき、前記計量システムに接続したマイクロプロセッサー制御ユニット
により、VPHPの装入量を監視し、制御する。
【００２０】
　あるいは、過酸化水素蒸気は、密閉チャンバーに接続したVPHP発生器によって、その場
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で発生させることができる。この発生器は、好ましくは、少なくとも35 wt%の水溶液から
過酸化水素蒸気の噴霧または飛沫を生成させるのに適したものとする。
【００２１】
　ステップ(C)のあと、随意に追加ステップ(D)を実施することができ、このステップにお
いては、密閉チャンバー内の圧力をふたたび低下させて過酸化水素蒸気の除去ができるよ
うにする。その場合、密閉チャンバー内の環境は、低下圧力を維持し、かつ/またはある
量の乾燥殺菌窒素ガスを再導入することにより、静菌性状態に保たれる。
【００２２】
　ステップ(A)、(B)、(C)、および(D)(実施する場合)のあとの保存時のチャンバー内の低
下圧力維持は、好ましくは、密閉チャンバーと機械的または電気的吸引装置との間の連絡
を維持することによってなされる。保存時に停電した場合、低下圧力は、少なくとも部分
的にはガス捕捉剤の作用によって維持され、したがってシステムの有効性が損なわれるこ
とがないことが保証される。
【００２３】
　密閉チャンバー自身は、好ましくは、酸素濃度指示器を備え、この指示器は、チャンバ
ー内の環境状態、すなわち密閉チャンバーの完全性が損なわれたかどうかを使用者に教え
るための、可視指示、たとえば色変化、を与える。同様に、水分濃度、および制御すべき
他のガスの濃度を示すために、指示器を使用することができる。
【００２４】
　前述のように、本発明の方法は、本件の出願人のGB 2,381,521 A号明細書に記載されて
いる装置とともに使用すると特に有効である、と考えられる。
【００２５】
　したがって、本発明の好ましい実施形態においては、密閉チャンバーは、大体平坦な底
と該底から立ち上がる周囲壁とによって定められる下方にくぼんだ内部隔室を有する、反
復使用できるトレーから成り、該トレーは、さらに、柔軟に変形可能なシート材から成る
一回使用の使い捨てトレーライナーを備え、使用において、該トレーライナーは下にある
トレーの輪郭に実質的に従うことが可能なようになっており、また、前記トレーは実質的
に不撓性の材料から成る保護カバーを有し、該保護カバーを使用において内部隔室の上部
を覆って取り外し自在に取りつけて、実質的に気密のシールとすることができる。
【００２６】
　トレーに使い捨てライナーを備えることにより、高いレベルの清浄度を維持することが
できる。ライナーは無菌またはほぼ無菌の状態で供給され、使用後に廃棄され、同様のラ
イナーで置き換えられるので、使用と使用の間にトレーを殺菌する必要が排除される。
【００２７】
　明らかに、保護カバーとトレーとの間に気密シールを備えて、ライナー付きのトレー隔
室内に密閉環境を作り出すことを確実にし、カバーは割合に不撓性のものにして、圧力低
下によってトレー内部に向かって撓まないことを確実にするようにする必要がある。その
ために、保護カバーは好ましくは、トレーの壁に備えられた相補的なテーパー付きのへり
と係合するのに適したテーパー付きへりを有する硬質ふたであるか、またはこれを備える
ようにする。
【００２８】
　ガス捕捉剤と乾燥剤は、ライナー内に配置されたサッシェ内に配置するのが便利であり
うる。酸素以外のガスのための追加捕捉剤も使用する場合、これらは別に備えることがで
き、あるいは酸素捕捉剤サッシェと一体になるように配置することができる。捕捉剤は、
真空密閉サッシェ内に入れて、切り離しストリップを除去して、捕捉剤をチャンバー内の
環境に暴露することにより、活性化させるようにすればよい。
【００２９】
　本発明の方法の別の実施形態においては、処理済み医療器具と活性化捕捉剤サッシェと
を収容したライナー付きトレーのアセンブリ全体を、酸素不透過性パウチ内に配置して、
該パウチをジッパーその他の気密シール法で密閉し、密閉環境が作り出されるようにする
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。
【００３０】
　不撓性保護カバーおよび酸素不透過性パウチは、相互に独立に使用することができるが
、あるいは組み合わせて使用することもできる。実際、トレーおよび酸素不透過性パウチ
は、相互に独立に使用することができ、あるいは組み合わせて使用することができる。ト
レーなしでパウチを使用する場合、パウチ自身が医療器具用の密閉チャンバーとなる。
【００３１】
　酸素不透過性のパウチは、好ましくは、ステップ(A)において前記パウチ内の空気の一
部または実質的に全部を除去することのできる機械的または電気的吸引装置に接続するの
に適した弁を備えるようにする。同様の弁を好ましくはトレーにも備え、これはトレーの
壁に配置するか、または保護カバー内に配置することができる。トレーとパウチとの両方
を使用する場合、それぞれの弁はこれらの間の連絡ができるように配置する。
【００３２】
　パウチおよび/またはトレーの弁は、さらに、ステップ(C)の実施のために、殺菌ガスま
たは蒸気の容器または発生器に接続するのに適したものとすることができる。あるいは、
殺菌ガスまたは蒸気が進入できるように、トレーおよび/またはパウチに別のポートを備
えることができる。ステップ(A)および(B)における圧力低下時、およびガス装入ステップ
(C)に、パウチの容積が確実に大体一定のままにとどまるように、好ましくは、パウチは
実質的に不撓性の構造とすることができる。
【００３３】
　本発明の方法の一つの実施形態においては、前記弁は、同じユニット内に備えられた、
ステップ(A)の実施のための手動、電気的、または機械的吸引装置と、ステップ(C)の実施
のための殺菌ガスまたは蒸気のための容器または発生器とを備えた殺菌維持ステーション
に接続するのに適したものとする。
【００３４】
　本発明のもう一つの実施形態においては、複数の密閉チャンバーがラックまたは整理棚
内に備えられて、複数の医療器具の殺菌状態を同時にかつ相互に独立に維持できるように
する。これにより、選択した医療器具のその密閉チャンバーからの取り出しが、ラックま
たは整理棚内の同様のチャンバーに収容された他の医療器具の殺菌状態を損なわないこと
が保証される。
【００３５】
　好ましくは、ラックまたは整理棚は複数の殺菌維持ステーションを備え、これらのステ
ーションはそれぞれ、トレーおよび/またはパウチの弁と係合するのに適したポートを有
し、該ポートは、ステップ(A)の実施のために、密閉チャンバーを機械的、電気的、また
は手動吸引装置に接続することを可能にする。もっとも好ましくは、前記ポートは、さら
に、ステップ(C)の実施のために、密閉チャンバーを殺菌ガスまたは蒸気のための容器ま
たは発生器に接続することを可能にする。
【００３６】
　上で述べた、本発明の方法で使用するための装置は、本発明のもう一つの側面を構成す
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３７】
　以下、本発明のさらなる十分な理解のために、添付の図面に即して、本発明の好ましい
実施形態について詳しく説明する。この実施形態は単なる例である。
【００３８】
　図1～6は、全体で、本発明の方法の好ましい実施形態を示す手順を表し、またこの方法
で使用する装置を示す
【００３９】
　図１には、外科処置での使用のあと、厳重な洗浄と殺菌が施された、殺菌または“処理
”状態の、全体を10で示す医療用内視鏡が示されている。殺菌された内視鏡10は、処理が
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終わると、全体を12で示す下方にくぼんだ内部隔室を有する、反復使用できる硬質トレー
11内に配置される。この隔室は、大体平坦な底13と該底から立ち上がる周囲壁14とによっ
て定められる。トレー11の一つの壁14は、殺菌維持ステーションへの接続のために、前記
壁に作られた弁15を有する。このことについては、以下で、図4および5を参照してより詳
しく説明する。
【００４０】
　図2からもっともよくわかるように、トレー11は一回だけ使用する使い捨てライナー16
を備え、該ライナーは、柔軟な変形できるシート材から成り、このシート材は、ライナー
16が、下にあるトレー11の底13と壁14との輪郭に大体従うことを可能にする。ライナー16
は、フラップ17を有し、該フラップはトレー11の内部隔室12を覆って延びるのに適してお
り、接着剤ストリップ18によってトレー11の対向壁14に固定される。あるいは、ライナー
16は、弾力性のある(elasticated)リムを有する独立のカバー(図示せず)を備えることが
できる。ライナー16は、弁15がライナー16の内部隔室12と連絡することを可能にする開口
19をも有する。
【００４１】
　捕捉剤サッシェ21は、処理済み内視鏡10とともに、ライナー16内に、またはライナー16
と一体成形されて、配置される。サッシェ21は、酸素捕捉剤、他のガスに対する捕捉剤ま
たは“ゲッター”、およびシリカゲル乾燥剤を収容している。捕捉剤サッシェ21は、隔室
12をフラップ17を閉じることによって密閉する前に、切り離しストリップ(図示せず)を除
去して、捕捉剤をトレー11の内部隔室12内の空気に暴露することによって、活性化される
。
【００４２】
　次に、図3においては、内視鏡10と捕捉剤サッシェ21とが、トレー11の内部隔室12内で
、大気から隔離されている。本発明の方法においては、十分な気密シールが与えられて、
確実に、内部隔室12が上で述べたような密閉チャンバーを形成するように、硬質保護カバ
ー22がトレー11を覆うように配置される。カバー22はテーパー付きへり23を有し、トレー
11の壁14の上部へりに備えられた相補的なテーパー(図示せず)と協働して、十分な気密シ
ールが与えられるようになっている。さらに、カバー22は目視窓24を備え、隔室12内の内
視鏡10の状態が監視できるようになっている。目視窓24は、酸素濃度指示器(図示せず)を
備えて、たとえば色変化によって、隔室12の状態の可視指示を与えることができるように
なっている。
【００４３】
　密閉隔室12内の捕捉剤21は、隔室内の酸素濃度を低下させるように作用し、したがって
好気性微生物の増殖を抑え、これらの微生物の個体数の減少が起こる。酸素減少は、密閉
隔室12内のガス圧の低下をももたらし、その結果、ライナーフラップ17および硬質カバー
22によって気密シールが与えられる。低下圧力により、隔室12内の残留水分の蒸発が促進
され、それから、この水分は、隔室12内の空気中に自然に存在する水蒸気とともに、捕捉
剤サッシェ21内のシリカゲル乾燥剤によって除去される。水分の除去により、水分に溶け
込んだ栄養分への接近が妨げられ、したがって好気性および嫌気性微生物のどちらも増殖
が防がれる。
【００４４】
　図4に示すように、隔室12の周囲からの隔離は、内視鏡10、トレー11、ライナー16、サ
ッシェ21、およびカバー22から成るアセンブリの全体を、酸素不透過性の実質的に不撓性
のパウチ25内に配置することによって、さらによくすることができる。パウチ25は弁15と
目視窓24を備え、これらは、それぞれ、トレー11の弁15およびトレーカバー22の目視窓24
と整列するようになっている。トレー11および/またはパウチ25の弁15は、パウチ25から
排気するために吸引装置(図示せず)に接続することができ、それによって、前述のように
、隔室12内のガス圧をさらに低下させることができる。ここでは別々の方法ステップとし
て述べたが、実際には、圧力低下ステップと酸素捕捉ステップとは、実質的に同時に実施
することができる。
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【００４５】
　本発明の方法の好ましい実施形態においては、トレー11およびパウチ25の弁15は、殺菌
維持ステーションに接続される。このことについては、以下で、図5および6に即してより
詳しく説明する。密閉隔室12内の処理済み内視鏡10は、図2および3に関して説明した圧力
低下ステップ、図4に関して説明した、トレー11および/またはパウチ25の弁15を機械的、
電気的、または手動吸引装置(図示せず)に接続することによって密閉隔室12内の圧力を低
下させるステップ、ならびに、トレー11および/またはパウチ25の弁15を通して、殺菌ガ
スまたは蒸気たとえば乾燥窒素ガスまたは蒸気相過酸化水素を流すことによって、前記ガ
スまたは蒸気を密閉隔室12に装入するステップ、を実施することによって処置される。
【００４６】
　上で注意したように、ここでは圧力低下ステップと酸素捕捉ステップとは別々の方法ス
テップとして述べるが、実際には実質的に同時に実施することができる。
【００４７】
　本発明の方法の実施を容易にするために、トレー11とパウチ25とを組み合わせたアセン
ブリが殺菌維持ステーション26への連結に適するようにする。このステーションを、図5
および6に模式的に示す。殺菌維持ステーション26は、圧力低下ステップにおいて密閉隔
室12を、図5に矢印aで示すように排気するための機械的、電気的、または手動吸引装置、
および、ガス装入ステップにおいて図6に矢印bで示すように殺菌ガスまたは蒸気を隔室12
に装入するための容器または発生器を備えている。
【００４８】
　トレー11および/またはパウチ25のそれぞれの弁15の殺菌維持ステーション26との連結
は、実施する本発明の方法の特定実施形態および該方法で使用する装置の構成の細部に応
じて、いろいろなやり方で実現できる。図5および6に示す好ましい実施形態の場合、トレ
ー11およびパウチ25のそれぞれの弁15は、どちらも殺菌維持ステーション26の単一ポート
27に連結され、該ポート27は、密閉隔室12からの排気aと、殺菌ガスまたは蒸気の隔室12
への装入bとの両方に使用される。ポート27は、その長さ方向に沿って開口28を備えて、
その端29において密閉隔室12に対するガスおよび/または蒸気の進入bと脱出aができるよ
うにすることができると同時に、パウチ25に対するガスおよび/または蒸気の進入bと脱出
aができるようにすることができる。
【００４９】
　以下、本発明の方法の好ましい実施形態のための普通の手順を、図5および6に即して説
明する。
【００５０】
　トレー11とパウチ25とのアセンブリの殺菌維持ステーション26への連結のあと、密閉隔
室12が、ステーション26内の機械的吸引装置に接続され、前記隔室から、図5に矢印aで示
すように、排気される。そのあと、密閉隔室12は、殺菌維持ステーション26内の発生器に
接続されて、蒸気相の過酸化水素(VPHP)が発生させられて、図6に矢印bで示すように、隔
室12にVPHPが装入される。隔室12内の低下圧力により、VPHPは内視鏡10の管路を通って進
入する。
【００５１】
　所定の時間わたって隔室12に装入したあと、隔室12がふたたびステーション26内の吸引
装置に接続され、VPHPが、図5に矢印aで示すように、隔室12および内視鏡10の管路から除
去される。次に、隔室12がステーション26内の乾燥殺菌窒素ガス容器に接続され、隔室に
、図6に矢印bで示すように、乾燥殺菌窒素ガスが装入される。
【００５２】
　前記サイクルが完了すると、内視鏡10は、外科処置に必要になるまで、密閉隔室12内に
保存される。この保存は、ステーション26に連結したままのトレー11において、図6に示
すように、乾燥殺菌窒素ガスの装入下、または図5に示すように、低下圧力下で、実施す
ることができる。あるいは、これらの二つのやり方は組み合わせるか、または周期的に交
番使用することができる。もう一つの代替法は、ステーション26からトレー11を分離する
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窒素ガスを装入したまま、かつ/または該隔室内の圧力が低下したままとする。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】本発明の方法によって処理する準備のできた、ライナー付きトレー内に配置され
た処理済み医療用内視鏡を示す一部切欠き側面図である。
【図２】ライナーをより詳細に示す、ガス捕捉剤サッシェが備えられた、図1のトレーの
断面図である。
【図３】本発明の方法の酸素捕捉ステップの実施のために密閉された図1および2のトレー
を示す一部切欠き側面図である。
【図４】本発明の方法の酸素捕捉ステップの実施のために、さらに酸素不透過性パウチ内
に密閉された、図1～3のトレーを示す一部切欠き側面図である。
【図５】本発明の方法の圧力低下ステップの実施のために、殺菌維持ステーションに連結
された図4のトレーとパウチのアセンブリを示す一部切欠き側面図である。
【図６】本発明の方法のガス装入ステップの実施のために、殺菌維持ステーションに連結
された図4のトレーとパウチのアセンブリを示す一部切欠き側面図である。
【符号の説明】
【００５４】
10  内視鏡
11  トレー
12  内部隔室
13  大体平坦な底
14  周囲壁
15  弁
16  使い捨てライナー
17  フラップ
18  接着剤ストリップ
19  開口
21  捕捉剤サッシェ
22  カバー
23  テーパー付きへり
24  目視窓
25  パウチ
26  殺菌維持ステーション
27  ポート
28  開口
29  27の端
a  ガスの流れの向き
b  ガスの流れの向き
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